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精神科病院虐待防止対策について

資料３
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精神科病院の虐待の防止に関する規定
（令和６年４月１日施行）

〇障害者虐待防止法

養護者による障害者虐待、障害者
福祉施設従事者等による障害者虐待、
使用者による障害者虐待について市
町村へ通報する。

⇒精神科病院における虐待につい
ては明記なし

〇障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律（令和４
年法律第140号）

相次ぐ事件を受け、国は法におい
て精神科病院の管理者に対する虐待
防止措置について規定
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精神保健福祉法における障害者虐待とは

障害者虐待防止法において定める

虐待の類型と定義

〇身体的虐待

〇性的虐待

〇心理的虐待

〇放棄・放置（ネグレクト）

〇経済的虐待



虐待防止に関する法令
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４０条の２から第４０条の８まで

主 な 事 項

医療機関における虐待防止の
措置の義務化

病院の管理者は、虐待防止のための研修、相
談体制の整備を行う

虐待を発見した者から
都道府県等への通報の義務化

病院内で業務従事者による障害者虐待を発見
した場合は、誰もが通報しなければならない
業務従事者は、この通報を理由に、解雇その
他不利益な扱いを受けない

精神科病院に対する報告徴収
都道府県知事は、必要があると認める場合、
病院の管理者に対して報告や診療録等の提出
を命じ、立入検査を行うことができる

精神科病院に対する改善命令
都道府県知事は、立入検査等の結果、改善計
画や必要な措置を命じることができる

40条の2

40条の３

40条の５

40条の６
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愛知県の虐待通報受理体制
〇実施機関

愛知県精神保健福祉センター

〇対象医療機関

名古屋市を除く愛知県内の精神科病院

〇体 制

専用回線を設置

専属職員１名配置

（精神保健福祉相談員）

〇窓口開設時間（土日祝日・年末年始を除く）

午前８時45分から正午

午後１時から午後５時30分まで

精神保健福祉センターは
通報・届出の受理から

病院への報告徴収・虐待認定
病院への指導まで全てを扱う

外部専門家は、当該病院とかかわりの
ない 精神保健指定医、精神科看護師、

弁護士等



17

愛知県の虐待防止に向けた取組（研修）

〇実施機関

愛知県精神保健福祉センター

（名古屋市健康増進課と共催）

〇受講対象者

精神科病院従事者、保健所等職員

〇開催状況

2024年11月１日（金）13時30分から15時30分

当日オンライン配信 239名参加

オンデマンド配信 申込数 79か所

（2024年12月2日から2025年1月31日まで）

後日アンケートでは、当日配信・オンデマンド配信ともに、
回答者全員からとても役立つ、概ね役に立つ、一部役に立つ

と回答 100％
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愛知県の虐待対応件数（速報値）
2024年４月１日から2024年９月末まで

通報等件数 届出件数
相談・通報

届出件数（計）
虐待判断件数 被虐待者数 虐待判断率

２０２４年度
上  半 期

１９件 １４４件 １６３件 ２件 ２人 １．２％

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 放棄・放任 経済的虐待

２０２４年度
上  半 期

０ ０ ２ ０ ０

表１ 2024年度上半期の精神科病院における業務従事者による障害者虐待に係
る相談・通報・届出件数等

表２ 虐待と判断された事案における虐待種別

※２０２４年度上半期の数値は、速報値であり、今後、精査により変動する場合がある。
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愛知県の虐待対応件数（速報値）
2024年４月１日から2024年９月末まで

表３ 業務従事者による障害者虐待があった場合に取った措置

表４ 虐待を行った業務従事者の職種

※２０２４年度上半期の数値は、速報値であり、今後、精査により変動する場合がある。

業務従事者による障害者虐待があった場合に採った措置 件数

業務従事者による障害者虐待についての通報や届出に関して、報告徴収を行った ２

診療録や帳簿書類の提出・提示を命じた ０

職員又は指定医により、診療録や帳簿書類を検査した ０

職員又は指定医により、入院患者や関係者に質問を行った ０

指定医により、入院患者や関係者に質問を行った ０

改善計画（改善結果報告書※）の提出を求めた ０（２）

提出された改善計画の変更を命じた ０

必要な措置を採ることを命じた ０

必要な措置を採ることの命令に従わなかった病院のうち、その旨を公表した ０

入院に係る医療提供の全部又は一部の制限を命じるとともに公示を行った ０

医師 看護師 准看護師 看護助手 保健師 作業療法士 理学療法士 社会福祉士 公認心理士 医療事務 その他・不明

０ ２ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

※）本県の事務処理要領では、虐待があったと判断した場合、その度合いに応じ、「著しく適当ではない場合」もしくは「適当ではない場合」と
分けて精神科病院管理者に対する必要な措置を講じている。「著しく適当ではない場合」では、「改善計画書」の提出を求め、「適当ではない場
合」には、「改善結果報告書」の提出を求めている。
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